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有害廃棄物等の輸出入に関する取組状況について

近年、アジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、

リサイクル等を目的とした再生資源等の国際移動が活発化している。

こうした中、脱法的に廃棄物等を海外に輸出しようとする事例や、海

外に輸出されたE-Waste（電気電子機器廃棄物）等の再生資源の不適正

な処理により環境上の問題を引き起こしている事例等が指摘されている。

また、これらのことが原因で、我が国からの輸入が禁止された事例もある。

これに対し、環境省では関係省庁と連携し、以下のような国内対

策及び国際的対策の両面から不適正輸出防止の取組を行っている。

①国内対策

・事業者向け説明会の開催による輸出入制度の周知徹底（全国各

地約10カ所で開催）

・個別案件に対する事前相談の実施

・税関と連携した立入検査等水際対策の強化

②国際的対策

・バーゼル条約によるアジア太平洋地域におけるE-waste適正処理

プロジェクトへ実施協力及びバーゼル条約事務局に対する資金

拠出

・有害廃棄物の不法輸出入防止のためのアジアネットワークの構

築

・アジア諸国のバーゼル条約担当官を招いたワークショップの

開催

第１回 2004年12月７日～８日（東京）

第２回 2005年11月23日（東京）

第３回 2007年３月28～29日（北京）

・情報共有のウェブページの構築等

・E-Wasteの適正な輸入のためのパイロットプロジェクトへの協力



1

輸出業者に対する
相談の実施

アジア諸国との協力推進

（↑他の貨物に混入して輸出を図った基板）（↑中古利用目的と称したエアコン室外機）

貨物検査

バーゼル条約の適切な施行に関する取組

不法輸出入防止
ワークショップ

バーゼル条約が提唱する「アジア・
太平洋地域E-Wasteプロジェクト」
に対する支援、アジア諸国のバー
ゼル条約担当者間でのワークショッ
プの開催

国内監視体制の強化

輸出業者向けに法制度に関する
説明会や輸出入に係る事前相談、
税関と協力した貨物の立入検査
等の実施

第１回 2004年12月7日～8日（東京）
第２回 2005年11月23日（東京）
第３回 2007年３月28～29日（北京）

バーゼル条約
アジアE-Waste
プロジェクト

・E-Wasteワークショップ
の開催
・E-Waste発生量調査
（タイ・マレーシア等）
等の活動を支援

ＤＯＷＡ携帯電話
回収プロジェクト

・各国※における回収ス
キームの調査・検討

・各国※から日本への輸
送・資源回収（パイロッ
トプロジェクトの実施）
※ マレーシア、タイ及び
シンガポール

バーゼル法等説明会

ＤＯＷＡエコシステム㈱、バーゼル条
約事務局、同事務局インドネシア３者
の調印式(2006年11月）
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